
美しい宮崎づくり活動団体登録制度実施要綱 

 

平成２９年６月２３日  

                             県土整備部都市計画課  

 

（目的） 

第１条 この要綱は、美しい宮崎づくり推進条例（平成２９年宮崎県条例第２３号。以下

「条例」という。）第２３条の規定に基づき、県民等による美しい宮崎づくりに関する

活動を促進するため、活動団体の登録等について定める。 

 

（登録要件）  

第２条 次に掲げる要件を満たす活動団体は、県から登録を受けることができる。 

(１) 次に掲げる取組のうち少なくとも１以上を行うものであること。 

  ア 地域の特性を生かした景観の保全及び創出 

  イ 景観を資源として活用するための環境づくり 

  ウ 美しい宮崎づくりを推進するための担い手の育成 

  エ その他美しい宮崎づくりに関すること。 

(２) 宮崎県内に事務所又は活動場所を有すること。 

(３) 活動団体の構成員が複数名であること。 

 

（申請）  

第３条 登録を受けようとする活動団体は、美しい宮崎づくり活動団体登録申請書（第１

号様式）により、知事に申請するものとする。  

 

（登録）  

第４条 知事は、前条の申請があったとき、その内容を審査し、申請された活動団体が第

２条の登録要件を満たしていると認める場合は、美しい宮崎づくり活動団体（以下「登

録活動団体」という。）として登録するものとする。  

２ 知事は、前項による登録を行ったときは、登録活動団体に対して、美しい宮崎づくり

活動団体登録証（第２号様式）を交付するとともに、美しい宮崎づくり活動団体登録名

簿（第３号様式、以下「登録名簿」という。）に記載する。  

３ 知事は、前条の申請に対して、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録しないこ

ととし、理由を付してその旨を通知するものとする。  

(１) 第２条の登録要件を満たさないもの。  

(２) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団又は宮崎県暴力団排除条例（平成２３年宮崎県条例第１８号）

第２条第４号に規定する暴力団関係者 
(３) 前号以外で反社会的活動を行う団体又は関連のある団体等 
(４) 前各号に掲げるもののほか、条例の趣旨に照らして登録活動団体としてふさわしく

ないと県が認めるもの。 



 

（変更の届出）  

第５条 登録活動団体は、登録内容に変更があった場合には、速やかに美しい宮崎づくり

活動団体登録事項変更届（第４号様式）により、知事に届け出なければならない。 

 

（登録の辞退）  

第６条 登録活動団体は、第２条の登録要件を満たすことができなくなったとき又は登録

継続の意思を失ったときは、速やかに美しい宮崎づくり活動団体登録辞退届（第５号様

式）により、知事に届け出なければならない。 

 

（登録の取消し）  

第７条 知事は、登録活動団体が第４条第３項各号のいずれかに該当することが判明した

ときは、登録を取り消すものとし、登録活動団体に理由を付してその旨を通知するもの

とする。 

２ 知事は、前条による登録辞退届を受理したときは、当該登録を取り消すものとする。 

３ 知事は、前２項により登録を取り消した場合、登録名簿から当該団体を削除するもの

とする。 

 

（取組の支援）  

第８条 知事は、登録名簿の内容及び登録活動団体の取組内容を県のホームページ等に掲

載し、広く周知を図るものとする。  

２ 知事は、登録活動団体へ美しい宮崎づくりに係る各種情報の提供を行う。 

３ 知事は、登録活動団体相互の連携及び情報交換等を促進するために交流会等を開催す

る。 

４ 知事は、その他美しい宮崎づくり活動に必要な支援を行う。 

 

（所掌） 

第９条 この要綱に関する事務は、県土整備部都市計画課において所掌する。 

 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、都市計画

課長が別に決定する。 

 

附 則  

１  この要綱は、平成２９年６月２３日から施行する。 

２ 宮崎県景観まちづくり活動団体サポート制度要綱は、廃止する。 
   附 則 

 この要綱は、平成３０年２月５日から施行する。 



〒 情報開示

情報開示 情報開示

可・不可 可・不可

非公開 可・不可

非公開 可・不可

可・不可

可・不可

可・不可

〒

　活動内容（最近の活動内容を具体的にお書きください）

＜活動内容＞

郵 送 先 宛 名

種類
該当するものに

○

具体的な活動内容を御記入ください。

添 付 書 類

担い手の育成 その他美しい宮崎づくり

景観の活用

郵 送 先 住 所

※上記の住所（事務所）と同じ場合は記載不要です。

※取得した個人情報は、目的以外に使用しません。
※情報開示欄：県ホームページ等で一般に公開して良いものは「可」、非公開とするものは「不可」に○を付けてくだ
さい。
※構成人数：登録申請時に団体に所属する人数を御記入ください。
※法人の場合は、役員名簿（氏名（漢字・フリガナ）、生年月日、性別が分かるもの）を添付してください。
※裏面（2枚目）に活動の様子を写した写真を貼付してください。（任意）

該当するものに○

団体のPRメッセージや他の団体への支援等が可能で
あれば、その内容を御記入ください。（任意）景観の保全・創出

役員名簿（法人の場合のみ必須） 活動状況写真（任意） その他活動内容に関する資料（任意）

メールアドレス

H P ア ド レ ス

メ ー ル に よ る
情 報 配 信

（メールによる県
からのお知らせ等） 希望する・希望しない 構　成　員　数

代 表 者 性 別 男　・　女 Ｆ　　Ａ　　Ｘ

代表者生年月日 年　　月　　日 電　　　　　話

代 表 者 氏 名 連絡担当者氏名

フ リ ガ ナ フリガナ

団 体 名

住 所
（ 事 務 所 ） 可・不可

※事務所がない場合は、主な活動場所（市町村名）をお書きください。

フ リ ガ ナ

様式第１号（第３条関係）

申請者住所

申請者氏名
（団体名及び代表者の氏名）

　美しい宮崎づくり活動団体登録制度実施要綱第３条の規定により、美しい宮崎づくり活動団体として登録を申請
します。なお、申請にあたり、下記の情報が美しい宮崎づくり活動団体登録名簿に記載され、県及び関係市町村で
共有されることを承諾します。

美しい宮崎づくり活動団体登録申請書

宮崎県知事　　　　　　　　様 　年　　　月　　　日



                                                                              写　真　貼　付

※メールでご提出の場合は、4メガバイト以下でお願いいたします。
※写真（原本）のご返却は出来ません。カラーコピーの貼り付けでも可。
※写真は県ホームページの「活動団体ＰＲカード」に掲載するほか、美しい宮崎づくりに関する様々な情報発信に活用させていただく場合が
あります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写　真　貼　付

※メールでご提出の場合は、4メガバイト以下でお願いいたします。
※写真（原本）のご返却は出来ません。カラーコピーの貼り付けでも可。
※写真は県ホームページの「活動団体ＰＲカード」に掲載するほか、美しい宮崎づくりに関する様々な情報発信に活用させていただく場合が
あります。



 

様式第２号（第４条関係） 

美しい宮崎づくり 

活動団体登録証 

（美しい宮崎づくり活動団体）殿 

年 月 日付けで申請のあった

美しい宮崎づくり活動団体登録につ

いて、美しい宮崎づくり活動団体登録

制度実施要綱第４条第１項の規定に

基づき登録します。 

年 月 日 

宮崎県知事 
 

○○ ○○ 



〒 住所 宛名 住所

様式第３号（第４条関係）

美しい宮崎づくり活動団体登録名簿

下記の情報は、県及び関係市町村で共有します。

登録番号 団体名 種別 構成員数
事務所又は活動場所

代表者
郵送先

連絡担当者 電話 ＦＡＸ メールアドレス HP
情報配信
希望



〒 情報開示

情報開示 情報開示

可・不可 可・不可

非公開 可・不可

非公開 可・不可

可・不可

可・不可

可・不可

〒

　活動内容（最近の活動内容を具体的にお書きください）

＜活動内容＞

担い手の育成 その他美しい宮崎づくり

添 付 書 類 該当するものに○ 役員名簿（法人の場合のみ必須） 活動状況写真（任意） その他活動内容に関する資料（任意）

※取得した個人情報は、目的以外に使用しません。
※変更項目のみ御記入ください。（構成員数のみ変更の場合は、届け出不要です。）
※登録時に交付した「美しい宮崎づくり活動団体登録証」の内容に変更がある場合のみ、登録証を再発行します。
※情報開示欄：県ホームページ等で一般に公開して良いものは「可」、非公開とするものは「不可」に○を付けてく
ださい。
※法人の場合は、役員名簿（氏名（漢字・フリガナ）、生年月日、性別が分かるもの）を添付してください。
※裏面（2枚目）に活動の様子を写した写真を貼付してください。（任意）

美しい宮崎づくり活動団体登録事項変更届

宮崎県知事　　　　　　　　様 　年　　　月　　　日

様式第４号（第５条関係）

団体のPRメッセージや他の団体への支援等が可能で
あれば、その内容を御記入ください。（任意）景観の保全・創出 景観の活用

団 体 名

届出者住所

届出者氏名
（団体名及び代表者の氏名）

　登録事項に変更がありましたので、美しい宮崎づくり活動団体登録制度実施要綱第５条の規定により、下記の
とおり届け出ます。なお、届け出にあたり、下記の情報が美しい宮崎づくり活動団体登録名簿に記載され、県及
び関係市町村で共有されることを承諾します。

フ リ ガ ナ

可・不可
住 所
（ 事 務 所 ）

代 表 者 氏 名 連絡担当者氏名

※事務所がない場合は、主な活動場所（市町村名）をお書きください。

（メールによる県
からのお知らせ等）

メールアドレス

フ リ ガ ナ フリガナ

Ｆ　　Ａ　　Ｘ

構　成　員　数

男　・　女

郵 送 先 住 所

種類
該当するものに

○

※上記の住所（事務所）と同じ場合は記載不要です。

郵 送 先 宛 名

希望する・希望しない

具体的な活動内容を御記入ください。

代表者生年月日 年　　月　　日 電　　　　　話

代 表 者 性 別

メ ー ル に よ る
情 報 配 信

H P ア ド レ ス



                                                                              写　真　貼　付

※メールでご提出の場合は、4メガバイト以下でお願いいたします。
※写真（原本）のご返却は出来ません。カラーコピーの貼り付けでも可。
※写真は県ホームページの「活動団体ＰＲカード」に掲載するほか、美しい宮崎づくりに関する様々な情報発信に活用させていただく場合
があります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写　真　貼　付

※メールでご提出の場合は、4メガバイト以下でお願いいたします。
※写真（原本）のご返却は出来ません。カラーコピーの貼り付けでも可。
※写真は県ホームページの「活動団体ＰＲカード」に掲載するほか、美しい宮崎づくりに関する様々な情報発信に活用させていただく場合
があります。



 

様式第５号（第６条関係） 

美しい宮崎づくり活動団体登録辞退届 

 

  年  月  日  

宮崎県知事        様 
 

届出者住所                    
届出者氏名                    
（団体名及び代表者の氏名）            

 
                    
諸事情により美しい宮崎づくり活動団体登録制度実施要綱第２条の登録要件を満たすこ

とができなくなったため、同第６条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

登録番号 第      号 

団体名 
 

住所 

（事務所又は活動場所） 

〒   － 

 

 

代表者  

連絡先 
担 当 者： 

電話番号： 

 

 


